
議
員
　

震
災
応
急
対
策
に
お
け
る
初
動
対
応

に
つ
い
て
、
非
常
配
備
態
勢
の
第
３
次

動
員
（
全
職
員
動
員
）
の
内
容
に
つ
い

て
伺
う
。
震
度
６
以
上
が
発
生
し
、
非

常
態
勢
と
な
る
第
３
次
動
員
に
お
け
る

人
的
資
源
の
当
市
の
状
況
は
。

市
長
公
室
長

　

大
規
模
な
震
災
が
発
生
し
た
際
は
職

員
が
被
災
し
人
的
資
源
が
不
足
す
る
ケ

ー
ス
も
多
い
。
平
成
31
年
４
月
に
地
域

防
災
計
画
の
大
幅
改
定
を
行
い
、
業
務

継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
を
作
成
し
た
。

　

災
害
時
の
職
員
の
参
集
手
段
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
回
答
職
員
全
体

の
10
・
６
％
に
お
い
て
当
面
参
集
不
可

と
な
っ
て
い
る
。
当
面
と
は
３
日
間
を

設
定
し
て
お
り
、
こ
の
際
の
人
的
資
源

は
受
援
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

な
る
。
震
災
被
害
の
場
合
、
広
範
囲
に

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
受
入
れ
に
も

時
間
を
要
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

議
員
　

市
職
員
が
被
災
し
た
状
況
で
の
出
勤

の
課
題
に
つ
い
て
伺
う
。
職
員
の
家
庭

の
事
情
や
精
神
的
状
況
な
ど
に
よ
り
参

集
が
困
難
な
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
が
、

一
方
で
、
地
方
公
務
員
と
し
て
職
務
を

遂
行
す
る
責
務
が
あ
る
。
当
市
と
し
て

の
優
先
順
位
と
考
え
方
は
。

防
災
危
機
管
理
課
長

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
は
職
員
の
家
庭

の
事
情
な
ど
に
よ
る
参
集
困
難
が
主
な

理
由
で
あ
る
。
職
員
の
初
動
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
本
人
や
家
族
の
死
傷
に
よ
る
自
宅

待
機
日
数
等
の
指
針
を
明
記
し
て
い
る

が
、
精
神
的
状
況
を
勘
案
し
て
い
な
い

部
分
は
あ
る
。
ま
ず
は
自
宅
周
辺
の
災

害
状
況
の
確
認
と
家
族
を
含
め
た
自
身

の
安
全
確
保
を
第
一
優
先
と
し
、
家
族

に
傷
害
等
が
あ
っ
た
場
合
や
火
災
、
人

身
事
故
な
ど
緊
急
対
応
も
予
想
さ
れ
、

人
命
救
助
等
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
か

ら
参
集
と
す
る
。
道
路
事
情
や
交
通
手

段
の
途
絶
に
よ
る
参
集
の
遅
れ
が
発
生

す
る
場
合
、
す
ぐ
に
所
属
長
へ
連
絡
を

入
れ
る
仕
組
み
と
し
て
い
る
。

議
員
　

公
務
員
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
職
務

規
程
上
全
員
参
集
で
あ
る
が
、
難
し
い

状
況
の
発
生
も
改
め
て
想
定
し
て
お
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
災
害
発
生
に
よ

る
混
乱
時
の
対
応
策
と
し
て
情
報
が
し

っ
か
り
と
伝
わ
る
こ
と
が
大
切
。
改
め

て
電
話
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
も
含
め
た
職
員
間

の
連
絡
、
通
信
網
の
設
定
と
共
有
を
。

常
総
市
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て
問
う

質問

議
員
　

７
月
の
内
閣
府
に
よ
る
『
生
理
の
貧

困
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
取
組
の
調

査
結
果
』
に
お
い
て
、
当
市
を
除
く
、

近
隣
の
８
市
町
は
何
ら
か
の
取
り
組
み

を
し
て
い
る
。
当
市
で
は
取
り
組
み
が

遅
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

福
祉
部
長

　

当
市
で
は
、
８
月
定
例
会
で
配
布
の

方
向
性
を
示
し
、
そ
れ
以
降
の
取
り
組

み
で
あ
る
。

議
員
　

小
中
学
校
で
の
配
布
の
状
況
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

学
校
教
育
課
長

　

今
現
在
は
各
小
中
学
校
19
校
全
校
で

ト
イ
レ
、
保
健
室
に
生
理
用
品
を
設
置

す
る
取
り
組
み
を
開
始
し
て
い
る
。

議
員
　

『
生
理
の
貧
困
』
と
い
う
、
世
界
中

で
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
波
に
乗
っ
て
学

校
の
ト
イ
レ
に
生
理
用
品
を
置
い
て
良

い
の
か
疑
問
視
し
て
い
る
。
設
置
に
つ

い
て
は
、
教
師
や
養
護
教
諭
の
意
見
を

聞
く
な
ど
、
現
場
の
理
解
を
得
た
後
に

設
置
を
決
定
し
た
の
か
。

学
校
教
育
課
長

　

設
置
す
る
場
所
、
設
置
の
方
法
な
ど

は
、
各
学
校
に
任
せ
て
い
る
。

議
員
　

教
育
現
場
の
声
を
聞
い
て
実
施
を
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
生
理
用
品
を
知
ら

な
い
児
童
も
い
る
。
ど
の
学
年
で
誰
が

教
育
す
る
の
か
、
男
子
生
徒
へ
の
教
育

は
保
護
者
に
い
つ
、
ど
う
話
を
す
る
の

か
等
、
各
学
年
、
年
齢
に
見
合
っ
た
性

・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
教
育
を
実
施
し
た
後
に

設
置
し
て
こ
そ
本
事
業
が
生
き
て
く
る
。

教
育
長

　

校
長
会
、
教
頭
会
等
で
、
設
置
方
法

等
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
し
た
上
で
さ

ら
に
一
歩
大
き
く
踏
み
出
し
た
と
い
う

状
況
で
あ
る
。

議
員
　

ベ
テ
ラ
ン
の
教
師
、
養
護
教
諭
、
ジ

ェ
ン
ダ
ー
教
育
や
性
教
育
の
専
門
講
師

の
声
を
踏
ま
え
、
学
年
に
応
じ
た
指
針

を
定
め
、
そ
れ
を
基
に
映
像
教
材
を
作

成
し
て
、
各
学
校
で
放
映
す
れ
ば
、
学

校
に
よ
る
バ
ラ
つ
き
が
起
こ
ら
な
い
教

育
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。

　

今
後
も
備
蓄
品
の
配
布
、
公
共
施
設

等
の
女
性
ト
イ
レ
に
生
理
用
品
の
設
置

を
進
め
「
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
と
同

じ
よ
う
に
生
理
用
品
が
置
い
て
あ
る
常

総
市
」
を
目
指
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

８
月
定
例
会
で
配
布
方
針
を
示
し
実
行
中

答 弁

コ
ロ
ナ
禍
で
可
視
化
さ
れ
た
『
生
理
の
貧
困
問

題
』
に
お
け
る
当
市
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

質 問

かけはし 常総市議会だより ｜ 10

大
幅
改
定
を
行
い
、業
務
継
続
計
画
を

作
成
し
た

答 弁


